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(54)【発明の名称】 超音波診断装置の送信回路

(57)【要約】
【課題】  超音波診断装置の送信回路において、出力ト
ランジスタの蓄積電荷を短時間で放電させるようにし、
また、送信回路を広帯域化させる。
【解決手段】  トランジスタＱ３，Ｑ４のベース間に定
電圧回路３０を設け、その定電圧回路３０を低インピー
ダンス回路とする。また出力点２６と２つの定電圧回路
３２，３４の中点２８との間に帰還抵抗Ｒ３を設ける。
トランジスタＱ３，Ｑ４のベースに蓄積された電荷は定
電圧回路３０を介してトランジスタＱ１，Ｑ２に逃げ
る。また帰還抵抗Ｒ３が設けられているので、送信回路
を広帯域化することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  入力された送信信号を超音波振動子へ出
力するエミッタホロア回路を有し、
前記エミッタホロア回路は、
前記超音波振動子への出力信号が取り出される出力点に
エミッタが共通接続された相補型の第１及び第２出力ト
ランジスタと、
前記第１及び第２出力トランジスタの前段にカスケード
接続され、前記第１及び第２出力トランジスタの各ベー
スに対してそれぞれのエミッタが接続された相補型の第
３及び第４出力トランジスタと、
前記第１及び第２出力トランジスタにおける入力端子と
してのベースの間に設けられ、前記第１出力トランジス
タのベース－エミッタ間の降下電圧と前記第２出力トラ
ンジスタのベース－エミッタ間の降下電圧の加算値に相
当する一定電圧を形成する第１定電圧回路と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置の送信回路。
【請求項２】  請求項１記載の送信回路において、
前記第１定電圧回路は定電圧形成用トランジスタを含
み、
前記定電圧形成用トランジスタのコレクタが前記第１出
力トランジスタのベースに接続され、
前記定電圧形成用トランジスタのエミッタが前記第２出
力トランジスタのベースに接続され、
前記定電圧形成用トランジスタのコレクタ－ベース間及
びベース－エミッタ間にバイアス抵抗が設けられたこと
を特徴とする送信回路。
【請求項３】  請求項２記載の送信回路において、
前記第１出力トランジスタのベース端子と前記定電圧形
成用トランジスタのコレクタとの間には第１抵抗器が設
けられ、
前記第１出力トランジスタのベース端子と前記定電圧形
成用トランジスタのエミッタとの間には第２抵抗器が設
けられ、
前記第１抵抗器及び前記第２抵抗器は４～１０Ωの範囲
内の抵抗値を有することを特徴とする超音波診断装置の
送信回路。
【請求項４】  入力された送信信号を超音波振動子へ出
力するエミッタホロア回路を有し、
前記エミッタホロア回路は、
前記超音波振動子への出力信号が取り出される出力点に
エミッタが共通接続された相補型の第１及び第２出力ト
ランジスタと、
前記第１及び第２出力トランジスタの前段にカスケード
接続され、前記第１及び第２出力トランジスタの各ベー
スに対してそれぞれのエミッタが接続された相補型の第
３及び第４出力トランジスタと、
前記第１及び第２出力トランジスタにおける入力端子と
してのベースの間に設けられ、一定電圧を形成する第１
定電圧回路と、
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前記第３及び第４出力トランジスタにおける入力端子と
してのベースの間に設けられ、一定電圧を形成する直列
接続された第２及び第３定電圧回路と、
前記出力点と前記第２及び第３定電圧回路の中点との間
であって、当該エミッタホロア回路の入出力間に設けら
れた帰還抵抗と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置の送信回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波診断装置の送
信回路に関し、特に出力回路を構成するエミッタホロア
回路の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術及びその課題】超音波診断装置の送信回路
は、送信信号を増幅して高電圧の出力信号を生成し、そ
れを超音波振動子へ供給する回路である。従来の一般的
な送信回路では、スイッチング回路構成が採用され、入
力信号をトリガとして矩形波のパルスが生成される。こ
のようなスイッチング回路構成の場合、その回路の電源
電圧まで一律に出力信号の振幅が振れるため、送信重み
付けや送信パワーコントロールなどを行うのが困難であ
った。
【０００３】ところで、近年、ハーモニックイメージン
グモードが一部の超音波診断装置に搭載されている。こ
のハーモニックイメージングモードは、生体からの反射
波の内で高調波成分を抽出し、その高調波成分を画像化
するものである。よって、ハーモニックイメージングモ
ードでは、不必要な高調波が送信波に含まれないことが
前提条件とされる。つまり、例えば、送信信号として正
弦波が送信回路に入力されてきた場合に、その送信信号
の波形を忠実に再現しつつ増幅するリニアアンプが求め
られている。これに関しては、例えば、特開２０００－
８７２６３に開示されている。しかしながら、負荷の主
成分は、例えば数１００ｐＦの容量（超音波振動子の容
量、ケーブルの容量、装置入力部の容量などの合計）で
あり、それに対して例えば１００Ｖｐｐの正弦波を印加
すると、大きな出力電流が流れることになる。このた
め、既存の出力回路では、高周波化が困難であった。
【０００４】ここで、図３を用いて、従来の送信回路の
一例について説明する。リニアアンプ方式の送信回路
は、通常、図３に示すような回路構成を有する。符号１
０はエミッタホロア回路であり、符号１２は電圧増幅部
である。実際には、省電力のためのバイアスコントロー
ル回路、低歪化やＤＣレベル安定化のための負帰還など
が設けられるが、図示省略されている（後述する図１に
ついても同様）。図３に示されるように、２段のエミッ
タホロアが形成されており、各トランジスタＱ１～Ｑ４
には低消費電力で大出力を得るためにＢ級動作条件が設
定される（厳密には、クロスオーバー歪をなくすため
に、わずかのバイアス電流を流しておき、ＡＢ級動作条
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件を設定する）。一方のトランジスタＱ１，Ｑ３が能動
状態にある時に他方のトランジスタＱ２，Ｑ４はオフと
なる。また、一方のトランジスタＱ１，Ｑ３がオフ状態
にある時に他方のトランジスタＱ２，Ｑ４は能動状態と
なる。
【０００５】しかし、トランジスタＱ１～Ｑ４に着目す
ると、実際には、トランジスタＱ１～Ｑ４の素子内ベー
ス領域に蓄積された電荷がなくなるまで、トランジスタ
Ｑ１～Ｑ４はオフとならない。低周波数領域では、信号
の周期が長いために、その影響は少ないが、信号の周波
数が高くなると、ＮＰＮ及びＰＮＰの両方のトランジス
タがオンしている時間が信号周期に対して大きな割合を
占めるようになる。特に、トランジスタＱ３，Ｑ４は、
その前段のトランジスタＱ１，Ｑ２に比べて大電流を流
す必要があり、高速のトランジスタを使うのが困難で、
そのトランジスタＱ３，Ｑ４の両者がオンになる問題が
顕著となる。つまり、負荷に流れるべき電流が、本来オ
フ状態にあるべきトランジスタの方に流れて出力が低下
してしまうのである。また、負荷の主体が容量にあるた
め、エミッタホロアの性質により、周波数特性上でピー
クが発生したり、発振が生じたりする可能性もあった。
負荷容量の影響を抑え込む方法として、出力に直列に入
れた抵抗Ｒ６の抵抗値を大きくする（例えば５０Ωにす
る）ことも考えられるが、そこには１Ａ程度の出力電流
が流れるため、現実的ではない。
【０００６】なお、特許第２９３３６３３号、特開２０
００－１０６５０８公報にも広帯域化を図った電力増幅
回路が開示されているが、本発明と回路構成が異なる。
【０００７】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、送信回路における出力トラン
ジスタから蓄積電荷を短時間に逃がして送信回路の動作
特性を良好にし、特に周波数特性を改善することにあ
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】（１）上記目的を達成す
るために、本発明は、入力された送信信号を超音波振動
子へ出力するエミッタホロア回路を有し、前記エミッタ
ホロア回路は、前記超音波振動子への出力信号が取り出
される出力点にエミッタが共通接続された相補型の第１
及び第２出力トランジスタと、前記第１及び第２出力ト
ランジスタの前段にカスケード接続され、前記第１及び
第２出力トランジスタの各ベースに対してそれぞれのエ
ミッタが接続された相補型の第３及び第４出力トランジ
スタと、前記第１及び第２出力トランジスタにおける入
力端子としてのベースの間に設けられ、前記第１出力ト
ランジスタのベース－エミッタ間の降下電圧と前記第２
出力トランジスタのベース－エミッタ間の降下電圧の加
算値に相当する一定電圧を形成する第１定電圧回路と、
を含むことを特徴とする。
【０００９】上記構成によれば、第１及び第２トランジ
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スタ（図１におけるＱ３，Ｑ４を参照）と、第２及び第
３トランジスタ（図１におけるＱ１，Ｑ２を参照）とが
カスケード接続され、第１トランジスタ及び第２トラン
ジスタのベース間に第１定電圧回路（図１における３０
を参照）が設けられ、その第１定電圧回路は、第１出力
トランジスタのベース－エミッタ間の降下電圧と第２出
力トランジスタのベース－エミッタ間の降下電圧の加算
値に相当する一定電圧を形成する。この第１定電圧回路
によって、第１及び第２トランジスタに蓄積された電荷
が速やかに放電される。よって、送信回路を広帯域化す
ることが可能となる。ここで、第１定電圧回路は低イン
ピーダンス回路である。
【００１０】（２）望ましくは、前記第１定電圧回路は
定電圧形成用トランジスタを含み、前記定電圧形成用ト
ランジスタのコレクタが前記第１出力トランジスタのベ
ースに接続され、前記定電圧形成用トランジスタのエミ
ッタが前記第２出力トランジスタのベースに接続され、
前記定電圧形成用トランジスタのコレクタ－ベース間及
びベース－エミッタ間にバイアス抵抗が設けられる。
【００１１】（３）望ましくは、前記第１出力トランジ
スタのベース端子と前記定電圧形成用トランジスタのコ
レクタとの間には第１抵抗器が設けられ、前記第１出力
トランジスタのベース端子と前記定電圧形成用トランジ
スタのエミッタとの間には第２抵抗器が設けられ、前記
第１抵抗器及び前記第２抵抗器は４～１０Ωの範囲内の
抵抗値を有する。
【００１２】（４）また、上記目的を達成するために、
本発明は、入力された送信信号を超音波振動子へ出力す
るエミッタホロア回路を有し、前記エミッタホロア回路
は、前記超音波振動子への出力信号が取り出される出力
点にエミッタが共通接続された相補型の第１及び第２出
力トランジスタと、前記第１及び第２出力トランジスタ
の前段にカスケード接続され、前記第１及び第２出力ト
ランジスタの各ベースに対してそれぞれのエミッタが接
続された相補型の第３及び第４出力トランジスタと、前
記第１及び第２出力トランジスタにおける入力端子とし
てのベースの間に設けられ、一定電圧を形成する第１定
電圧回路と、前記第３及び第４出力トランジスタにおけ
る入力端子としてのベースの間に設けられ、一定電圧を
形成する直列接続された第２及び第３定電圧回路と、前
記出力点と前記第２及び第３定電圧回路の中点との間で
あって、当該エミッタホロア回路の入出力間に設けられ
た帰還抵抗と、を含むことを特徴とする。
【００１３】上記構成によれば、エミッタホロア回路の
入出力間への帰還抵抗の挿入によって、容量負荷による
周波数特性上でのピーク発生や発振を抑制し、送信回路
を広帯域化することが可能となる。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態を
図面に基づいて説明する。



(4) 特開２００３－１７９４４６

10

20

30

5
【００１５】図１には、本発明の好適な実施形態が示さ
れており、図１は超音波診断装置の送信回路を示す回路
図である。この図１の回路構成は、図３に示した従来の
回路構成に対比されるものであり、従来と同様の構成に
は同一符号を付してある。
【００１６】図１において、送信回路はリニアアンプを
構成し、それは大別して電圧増幅部２２とエミッタホロ
ア回路２０とからなる。電圧増幅部２２については、例
えば、上記の特開２００１－８７２６３公報の図３に開
示されている。電圧増幅部２２は、送信波形の正側成分
と負側成分とを個別的に出力し、それらをトランジスタ
Ｑ１，Ｑ２のベースに与える。
【００１７】エミッタホロア回路２０においては、図示
のように、２段のエミッタホロアが形成されている。一
方のトランジスタＱ１，Ｑ３が能動状態にある時に他方
のトランジスタＱ２，Ｑ４はオフとなる。また、一方の
トランジスタＱ１，Ｑ３がオフ状態にある時に他方のト
ランジスタＱ２，Ｑ４は能動状態となる。
【００１８】本実施形態においては、最終段のトランジ
スタＱ３，Ｑ４に蓄積された電荷は、抵抗Ｒ１，Ｒ２及
び定電圧回路３０を通り、前段のトランジスタＱ１，Ｑ
２に吸収される。本実施形態において、定電圧回路３０
は、トランジスタＱ３，Ｑ４のベース－エミッタ間の両
降下電圧を加算した一定電圧を形成するものである。更
に、定電圧回路３０のインピーダンスは小さく、抵抗Ｒ
１，Ｒ２も１０Ω以下とされるので（望ましくは実用面
から４～１０Ω）、蓄積電荷の放電は従来より短時間で
行われる。その結果、送信回路を高帯域化することが可
能となる。ちなみに、図３に示した従来の回路構成で
は、トランジスタＱ１，Ｑ２の間には定電圧回路はな
く、数１００Ω程度の抵抗Ｒ７が挿入されていたため放
電に時間がかかっていた。これに対し図１の回路構成に
よれば、短時間での放電を実現し、良好な送信リニアア
ンプを構成できる。
【００１９】エミッタホロアは理想的にはゲイン１のア
ンプであるから、通常、入力と出力の電圧は同じとな *

6
*り、エミッタホロアの入出力間に挿入した抵抗Ｒ３の両
端には電位差が発生せず、抵抗Ｒ３は何も作用しない。
なお、符号３２及び符号３４はそれぞれ定電圧回路を表
している。それらの中点２８と出力点２６との間に帰還
経路２４が形成され、その帰還経路２４上に抵抗Ｒ３が
設けられている。
【００２０】ところが、容量負荷により入出力の位相が
変わると、そこに電位差が発生し、電流が流れる。すな
わち、抵抗Ｒ３が前段の増幅器の負荷となりゲインが低
下する。そこで、抵抗Ｒ３の抵抗値を適当に選べば、容
量負荷によるピークの発生や発振を抑制できる。また、
コンデンサＣ１，Ｃ２の容量を小さくできるので、より
広帯域化を図れる。
【００２１】図２には、図１に示した定電圧回路３０の
構成例が示されている。トランジスタＱ５のコレクタ－
ベース間及びエミッタ－ベース間にはバイアス抵抗Ｒ
８，Ｒ９が設けられている。定電圧回路３２，３４につ
いても同様の回路構成を採用できる。なお、ダイオード
を必要個数だけ直列接続し、それにより定電圧回路を構
成することもできる。
【００２２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
出力トランジスタの蓄積電荷を迅速に放電して周波数特
性を改善できる。また、エミッタホロア回路の入出力間
に帰還かけることにより送信回路を広帯域化することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明に係る送信回路の好適な実施形態を示
す回路図である。
【図２】  図１に示す定電圧回路の具体的な構成例を示
す回路図である。
【図３】  従来の送信回路の例を示す回路図である。
【符号の説明】
２０  エミッタホロア回路、２２  電圧増幅部、２４  
帰還経路、３０，３２，３４  定電圧回路。
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